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令和５年度 大樹町地域公共交通会議 委員名簿 
 

令和５年５月１日現在 

区分 氏   名 所       属 備考 

主宰者 黒川  豊 大樹町 町長 会 長 

住 民 

又は 

旅 客 

三浦 祥嗣 道の駅コスモール大樹（大樹町商工会 会長） 副会長 

尾藤 宏樹 大樹町行政区長連絡協議会 会長  

大井 英則 社会福祉法人 大樹町社会福祉協議会 会長  

交 通 

事業者 

長沢 敏彦 十勝バス 株式会社 取締役執行役員事業本部長  

吉田 雅人 有限会社 雅交通 代表取締役  

香島 伸哉 有限会社 大樹ハイヤー 代表取締役  

事業者 

団 体 
久保 真司 十勝地区バス労働組合連絡会 代表  

警 察 大西 良朋 北海道釧路方面 広尾警察署長  

地 方 

運輸局 
若杉 貴志 

国土交通省 北海道運輸局 帯広運輸支局 

首席運輸企画専門官（企画輸送・監査担当） 
 

道 路 

管理者 

大江 祐一 国土交通省 北海道開発局 帯広開発建設部 道路計画課長  

猪又 博高 北海道 十勝総合振興局 帯広建設管理部 道路課長  

奥  純一 大樹町 建設水道課長  

その他 

－ 大樹町 副町長  

清原 勝利 大樹町 保健福祉課長  

山田 貴弘 北海道 十勝総合振興局 地域創生部 地域政策課 主幹  

 
（委嘱期間：令和５年５月１日から令和７年３月31日まで） 

 
 
 

大樹町地域公共交通会議 事務局名簿 
 

事務局 

 伊勢 厳則 大樹町 企画商工課 課長  

樋口 直樹 大樹町 企画商工課 企画係 係長  

太田  翼 大樹町 企画商工課 企画係 主査  

 



  

１．令和４年度事業報告について 

 

（１）会議関係 

月 日 場 所 内 容 

5 月 9 日 書面開催 

第１回交通会議 

【報告事項】 

 ・令和３年度事業報告について 

 ・令和３年度会計収支決算及び監査報告について 

【協議事項】 

・令和４年度事業計画（案）について 

・令和４年度会計収支予算（案）について 

 

6 月 20 日 

大樹町経済セン

ター多目的ホー

ル 

第２回交通会議 

【協議事項】 

・本格運行計画（案）について 

・地域公共交通確保維持改善事業費補助金申請について 

・本格運行スケジュールについて 

 

 

（２）事業関係 

月 日 事 業 内 容 

5 月 26 日 

～ 

3 月 31 日 

大樹町内公共交通の本格運行に向けた支援業務（業務委託） 

①本格運行計画策定支援 

 ・本格運行のサービス水準の検討 

 ・本格運行計画の策定 

②利用促進策検討支援 

③打合せ協議 

 

6 月 23 日 

 

令和５年度地域公共交通確保維持改善事業費補助金に係る「地域内フィーダ

ー系統確保維持計画認定申請書」を国土交通大臣あて提出 

⇒令和４年９月 30 日付け北交企第 54 号通知で計画認定 

 

9 月 6 日 

～ 

9 月 30 日 

大樹町コミュニティバスの愛称（ニックネーム）を公募 

（町内小学５～６年生、中学生、高校生から募集（応募対象者数 309 名）） 

⇒39 件の応募があり、応募作品の中から愛称は『コスモ』に決定。 

 

12 月 2 日 

～ 

大樹町コミュニティバス（市街地循環バス）『コスモ』が本格運行開始 

 

 



  

２．令和４年度会計収支決算及び監査報告について 
 

 

【収入】                               （単位：円） 

項 目 予算額 決算額 増減 説   明 

負担金 1,746,000 1,746,000 0 大樹町負担金 

諸収入 0 13 13 預金利息 

合 計 1,746,000 1,746,013 13  

 

 

【支出】                               （単位：円） 

項 目 予算額 決算額 増減 説   明 

会議費 15,000 0 △15,000 委員費用弁償 

事務費 19,000 3,680 △15,320 会議飲料代、振込手数料 

事業費 1,712,000 1,650,000 △62,000 委託料 

予備費 0 0 0  

合 計 1,746,000 1,653,680 △92,320  

  

 

収入       支出        差引額 
 
1,746,013 円 － 1,653,680 円 ＝ 92,333 円 
 

 (大樹町一般会計に戻入) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





  

３．令和５年度事業計画（案）について 

 

区 分 内  容 摘  要 

会議関係 交通会議の開催 必要に応じ開催 

事業関係 

・地域公共交通計画の推進 

・利便性向上策の検討 

・打合せ協議 

・その他 

 

 

 

４．令和５年度会計収支予算（案）について 

 
【収入】                               （単位：円） 

項 目 本年度予算額 前年度予算額 増 減 説   明 

負担金 454,000 1,746,000 △1,292,000 大樹町負担金 

諸収入 0 0 0 預金利息ほか 

合 計 454,000 1,746,000 △1,292,000  

 

 

【支出】                               （単位：円） 

項 目 本年度予算額 前年度予算額 増 減 説   明 

会議費 15,000 15,000 0 委員費用弁償 

事務費 10,000 19,000 △9,000 会議飲料代、振込手数料 

事業費 429,000 1,712,000 △1,283,000 委託料 

予備費 0 0 0  

合 計 454,000 1,746,000 △1,292,000  

 



大樹町地域公共交通会議設置要綱 

 

（目的） 

第１条 大樹町地域公共交通会議（以下「交通会議」という。）は、道路運送法（昭和２６年法律第

１８３号）及び地域公共交通の活性化及び再生に関する法律（平成１９年法律第５９号）の規定

に基づき、地域における需要に応じた住民の生活に必要なバス等の旅客輸送の確保その他旅客の

利便の増進を図り、地域の実情に即した輸送サービスの実現に必要となる事項の協議を行うとと

もに、地域公共交通の確保・維持・改善に向けた、地域の特性・実情に応じた最適な移動手段の

提供等を図るための計画（以下「交通計画」という。）の作成に関する協議並びに交通計画の実施

に係る連絡調整を行うために設置する。 

 

（協議事項） 

第２条 交通会議は、次に掲げる事項を協議するものとする。 

（１）地域の実情に応じた適切な乗合旅客運送の態様及び運賃・料金等に関する事項 

（２）市町村運営有償運送の必要性及び旅客から収受する対価に関する事項 

（３）交通計画の策定及び変更の協議に関する事項 

（４）交通計画の実施に係る連絡調整に関する事項 

（５）交通計画に位置付けられた事業の実施に関する事項 

（６）前各号に掲げるもののほか、交通会議の目的を達成するために必要な事項 

 

（交通会議の構成員） 

第３条 交通会議の委員は、次に掲げる者のうちから、大樹町長が委嘱し、又は任命する。 

（１）大樹町長又はその指名する大樹町職員 

（２）一般乗合旅客自動車運送事業者その他の一般旅客自動車運送事業者及びその組織する団体 

（３）住民又は利用者の代表 

（４）北海道運輸局帯広運輸支局長又はその指名する者 

（５）一般旅客自動車運送事業者の事業用自動車の運転手が組織する団体 

（６）道路管理者、北海道警察、学識経験者その他の交通会議が必要と認める者 

 

（委員の任期） 

第４条 委員の任期は２年とする。ただし、役職により交通会議の委員となった者の任期は、その

職にある期間とする。 

２ 委員は再任されることができる。 

３ 委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。 

４ 前項の規定にかかわらず、第５条に定める会長が交通会議を解散する判断した場合については、

解散の日までを任期とする。 

  



（役員） 

第５条 交通会議に次の委員を置く。 

（１）会長（１人） 

（２）副会長（１人） 

２ 会長は、大樹町長もしくは町長が指名する者をもって充てる。 

３ 副会長は、委員の中から会長が指名する者をもって充てる。 

４ 会長は、交通会議を代表し、会務を総括する。 

５ 副会長は、会長を補佐して会議の業務を掌理し、会長不在のとき又は会長が欠けたときは、会

長の職務を代理する。 

 

（交通会議の運営） 

第６条 交通会議の会議（以下「会議」という）は、会長が招集し、その議長となる。 

２ 会議は、委員の半数以上の出席がなければこれを開くことができない。 

３ 委員は、自ら会議に出席することができないときは、代理の者を出席させることができる。こ

の場合において、あらかじめ会長に代理の者の氏名等を報告することにより、その代理の者の出

席をもって委員の出席とみなす。 

４ 会議の議決は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数の場合は議長の決するところによる。 

５ 会議は原則として公開とする。ただし、会議を公開することにより公正かつ円滑な議事運営に

支障が生じると認められる協議については、非公開で行うものとする。 

６ 会長は、必要があると認められるときは、委員以外の者に対して資料を提出させ、又は会議へ

の出席を依頼し、助言等を求めることができる。 

７ 会議の案件について、会長が軽微な事案と判断したものについては、各委員に対する書面での

報告事項として処理できるものとする。 

８ 前各項に定めるもののほか、会議の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。 

 

（協議結果の取扱い） 

第７条 交通会議において協議が調った事項について、関係者はその結果を尊重し、当該事項の誠

実な実施に努めるものとする。 

 

（報酬及び費用弁償） 

第８条 委員報酬は、無償とする。 

２ 委員が会議等に出席したときは、費用弁償として旅費を支給する。ただし、次に掲げる委員に

ついては、これを支給しないことができるものとする。 

（１）国、道、町の常勤職員 

（２）前号に定める者のほか、申し出のあった委員 

３ 前項の規定により支給する旅費の額は、大樹町職員の旅費に関する条例（昭和２６年大樹町条

例第８号）の例によるものとする。 

 



（事務局） 

第９条 交通会議の庶務を処理するため、大樹町企画商工課に事務局を置く。 

２ 事務局に関し必要な事項は、会長が別に定める。 

３ 専門的な事項については、会長の判断で事務局の職務を代理で別の者が行うことができる。 

 

 

（監査） 

第１０条 会長は、交通会議の会計を監査する監査委員を委員の中から指名する。 

２ 監査委員は、会計監査の結果を会議において報告する。 

 

（財務） 

第１１条 交通会議の予算編成、現金の出納その他財務に関し必要な事項は、会長が別に定める。 

 

（交通会議の解散等） 

第１２条 交通会議が解散した場合における交通会議の収支は、解散の日をもって打ち切り、会長

が別に定める方法により決算する。 

 

（その他） 

第１３条 この要綱に定めるもののほか、交通会議の運営に関し必要な事項は、会長が交通会議に

諮り定める。 

 

 

附 則 

（施行期日） 

１ この要綱は平成３１年３月２０日から施行する。 

２ この要綱は令和２年４月１４日から施行する。 

 

 

 

 


